
 

本論文は 

世界経済評論 2023 年 3/4 月号 
（2016 年１月発行） 

掲載の記事です 

(2023 年 3月発行) 

掲載の記事です 



Ⅰ 米国の経済版インド太平洋戦略

1．米国のインド太平洋戦略

ドナルド・トランプ前政権下では，米中対立

が激しくなった一方，その最前線であるインド

太平洋地域への関与に関する米国の戦略は明確

ではなかった。トランプ大統領が東アジア首脳

会議（EAS）に 4 年連続で欠席するなど，「ア

ジア軽視」の姿勢も指摘された。

2021 年 1 月に発足したジョー・バイデン政

権は，米国の国際社会への回帰（“America is

back.”）を掲げ，同盟国との関係修復を図り，

国際社会でリーダーシップを発揮する姿勢を明

確にした。同政権は同時に，前政権の「アジア

軽視」の姿勢を転換する意思を示していたが，

それが戦略として明確にされるまでには 1年余

の期間を要した。2022 年 2 月 11 日に公表され

た『米国のインド太平洋戦略』1) は，それまで

にバイデン大統領自身や閣僚らの政府高官が発

言してきたことを取りまとめたものではあった

が，バイデン政権のインド太平洋地域における

取り組みの背景にある基本認識と，これから具

体化を目指す政策の基本指針を示すものであっ
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た2)。

同戦略の特徴を端的にいえば，中国との競争

への対処を軸とし，その実行のために同盟国・

パートナー国との協調・連携を重視しているこ

とと言えるだろう。基本認識では，インド太平

洋地域が米国の安全保障と繁栄にとって不可欠

であり，同地域への関与を強化するとの姿勢を

明確にした上で，中国によって引き起こされて

いる，同地域が直面する課題に対処することを

明らかにしている。同戦略で示された対中観

は，「中国は，経済，外交，軍事，技術の力を

結集して，インド太平洋における勢力圏を追求

し，世界で最も影響力のある国になることを目

指している」というものであり，これはアント

ニー・ブリンケン国務長官が 2021 年 3 月の外

交演説で示した「安定した開かれた国際システ

ムに深刻に挑戦する経済的，外交的，軍事的，

技術的な力を有する唯一の国」との対中認識に

沿ったものといえる3)。そして，米国の対中戦

略の目的は，中国を変えることではなく，米国

及びその同盟国・パートナー国と，それらが共

有する利益と価値にとって最大限好ましい影響

力の均衡が構築された戦略的環境を形作る

（shape the strategic environment）ことであり，

中国との競争を責任を持って管理する（man-

age competition with the PRC responsibly）こ

とであると明記している。これらは，バイデン

大統領が就任間もなく示した「強い立場（po-

sition of strength）からの中国との競争」4) や，

習近平中国国家主席に対してバイデン大統領が

これまでに示してきた「米中競争の責任ある管

理」5) との考えを再確認したものと言える。同

戦略は，これまでに示されてきた中国との「競

争的共存（competitive coexistence）」という基

本戦略を踏襲し，グローバルな対中戦略の一環

として，競争が「最も激しい」インド太平洋地

域における戦略を示したものとなっている6)。

2．インド太平洋地域への経済的関与

同戦略は，①自由で開かれたインド太平洋の

推進，②地域内及び地域を越えた結び付き

（connections）の構築，③インド太平洋の繁栄

の促進，④インド太平洋の安全保障の増強，⑤

国境を越えた脅威への地域の強靭性（resil-

ience）の構築，を目標として掲げている。そ

して，そのために，同地域における米国の役割

を強化し，同盟国・パートナー国及び地域的枠

組みと集団的能力（collective capacity）を構

築する，としている。

この中で，経済戦略に焦点を当てているのが

③であり，大きく 2 点述べられている。1 つ

は，「インド太平洋経済枠組み」の構築である。

同枠組みに関しては，2021 年 10 月の東アジア

首脳会議（EAS）においてバイデン大統領が

その構想を明らかにしていたが，具体的内容は

不明であった7)。ここでは，同枠組みは，（a）

高い水準の労働・環境基準を満たす貿易に対す

る新たなアプローチ，（b）開放性を原則とし

たデジタル経済及び越境データ移動，（c）多様

で，開かれた，予見可能である強靭で，安全な

サプライチェーンの推進，（d）脱炭素化及び

クリーン・エネルギーへの共通の投資，などを

目指すものとされている。

もう 1つは，同地域のインフラ整備支援であ

り，2021 年 6 月の G7 首脳会議で合意された

B3W（Build Back Better World）イニシアティ

ブを推進するとしている。米政府は，B3W イ

ニシアティブを「中国の一帯一路の代替策であ

り，より質の高い選択肢を示すことで一帯一路

に勝るもの」だと説明している8)。同イニシア
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ティブは，2022 年 6 月の G7 首脳会議におい

て，「世界のインフラ･投資のためのパートナー

シップ（ PGII：Partnership for Global Infra-

structure and Investment）」として進められる

ことが合意された9)。

同戦略により，経済面における米国のインド

太平洋戦略は，「インド太平洋経済枠組み」に

よるルール形成及び連携・協力の強化と，

PGIIによるインフラ整備支援を中心に進めら

れることが明らかにされた。

Ⅱ 「インド太平洋経済枠組み」の始動

1．米国主導の経済枠組みの構築

2022 年 5月 23 日，訪日中のバイデン大統領

の主導の下，日米を含む 13カ国により，「繁栄

のためのインド太平洋経済枠組み（ Indo-

Pacific Economic Framework for Prosperity：

IPEF）」が立ち上げられた。同 26日にはフィ

ジーが加わり，IPEF 参加国は現在 14 カ国と

なっている（図表 1）。その経済規模（GDP）

は世界の約 4割（約 36 兆ドル），人口は 3割強

（約 25 億人）を占める。参加国は今後拡大する

ことも見込まれ，すでにカナダが参加の意向を

表明し，米国等がこれを支持している10)。

立ち上げ時の共同声明によれば，IPEFは，

「持続可能かつ包摂的な経済成長を実現する潜

在力を有する，自由で，開かれ，公正で，包摂

的で，相互に結び付き，強靭で，安全で，かつ

繁栄したインド太平洋地域へのコミットメント

を共有する」諸国が参加し，「経済の強靱性，

持続可能性，包摂性，経済成長，公平性，競争

力を高めることを目的」としている11)。これ

は，米国の『インド太平洋戦略』を踏襲すると

同時に，日本の「自由で開かれたインド太平洋

（Free and Open Indo-Pacific；FOIP）」12) や，

東南アジア諸国連合（ASEAN）の「インド太平

洋に関する ASEAN・アウトルック（ASEAN

Outlook on the Indo-Pacific；AOIP）」13) をも

踏まえたものとなっていると言えよう。

バイデン政権にとって IPEFは，第一に，米

国のインド太平洋地域における経済的リーダー

シップの再建策である。2017年 1 月に発足直

後のトランプ政権が TPP（環太平洋パート

ナーシップ）からの離脱を表明し，米国の同地

域への経済的関与に関する明確な戦略が示され

ない状況下で生じた「空白」を，「一帯一路」

の推進や RCEP（地域的な包括的経済連携）の

発効，CPTPP（環太平洋パートナーシップに

関する包括的及び先進的な協定）への加入申請

等によって中国が埋めようとしている。こうし

た見方が米国内，また，インド太平洋地域に広

がる中，バイデン政権には米国が同地域にどの

ように経済的に関与していくのかが問われてい

た。その回答の 1つが IPEFであった。

IPEF は，国内の強い反対により TPP に復

帰できないバイデン政権による，インド太平洋

47世界経済評論 2023年3月4月号

「インド太平洋経済枠組み」と米主導のフレンド・ショアリング
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地域における経済的関与のための代替策と捉え

られている14)。ジェイク・サリバン国家安全

保障担当大統領補佐官は，IPEFの立ち上げは

「インド太平洋地域における米国の関与の画期

（a significantmilestone）」になるとしている15)。

こうしたバイデン政権の IPEFによる，トラン

プ前政権下で失われた米国の同地域における経

済的リーダーシップの再建の試みは，IPEF 参

加国に好意的に受け入れられた。岸田文雄首相

は，IPEFを同地域への「米国の強いコミット

メントを明確に示すもの」として高く評価し

た16)。

2．「伝統的な自由貿易協定（FTA）」とは異

なる IPEF

IPEFは，TPPのような「伝統的な自由貿易

協定（FTA）」とは異なる，「21 世紀の経済的

課題に対処するための 21 世紀型の経済的取り

決め」と位置付けられている17)。①貿易，②

サプライチェーン，③クリーン経済，④公正な

経済の 4つの柱（pillar）で構成され，「伝統的

な FTA」の中核である物品貿易の自由化（関税

削減･撤廃）等のマーケット･アクセスは IPEF

には含まれていない（図表 2）。したがって，

ルールの策定や政策調整，協力・支援のための

取り決めが IPEFの中心になるとみられる。

2022 年 5月の立ち上げから参加国間の議論

や調整を経て，同年 9月 8 − 9日に開催された

閣僚会合において，IPEFの交渉開始と，4つ

の柱のそれぞれの交渉事項について合意され

た。いずれの柱においても，交渉を主導する米

国の意向が反映された，野心的な内容になって

いる。例えば，①「貿易」の柱においては，

「デジタル経済」が交渉事項に含まれた。その

内容は，「国境を越えるデータの信頼のある安

全な流通」，「デジタル経済の包摂的で持続可能

な成長」，「新興技術の責任ある開発及び利用を

促進し，支援すること」等とされている18)。

「国境を越えるデータの信頼のある安全な流通」

では，TPPや日米デジタル貿易協定で規定さ

れた越境データ移動の自由，データ・ローカラ

イゼーション要求の禁止，ソースコード等の開
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図表2 IPEF の 4つの柱と交渉事項

交渉分野（柱） 主な目的 交渉事項

Ⅰ．貿易

高水準・包摂的・自由・公正・開かれた貿

易。経済発展水準を考慮した柔軟性，技術

支援・能力開発の提供

①労働，②環境，③デジタル経済，④農業，⑤透

明性・良き規制慣行，⑥競争政策，⑦貿易円滑

化，⑧包摂性，⑨技術支援・経済協力

Ⅱ．サプライチェーン

（供給網）

透明性・多様性・安全性・持続可能性の向

上による，強靭で，強固な，十分に統合さ

れた供給網の構築

①重要分野・物品の基準策定，②重要分野・物品

の強靭性・投資の増大，③情報共有・危機対応メ

カニズムの構築，④供給網の物流管理の強化，⑤

労働者の役割強化，⑥供給網の透明性向上

Ⅲ．クリーン経済

温室効果ガス排出削減，エネルギー安全保

障強化，気候に対する強靭性・適応性，持

続可能な生活と質の高い雇用の加速

①エネルギー安全保障と移行，②優先部門での温

室効果ガス排出削減，③持続可能な土地・水・海

洋，④温室効果ガス除去の革新的技術，⑤クリー

ン経済への移行を可能にするインセンティブ

Ⅳ．公正な経済

腐敗防止・租税回避抑止・国内資源動員の

改善による域内企業・労働者にとっての公

正な競争条件の追求

①腐敗防止，②税，③能力構築・技術革新，④協

力・包摂的連携・透明性

（資料）USTR, “United States and Indo-Pacific Economic Framework Partners Announce Negotiation Objectives,” September 9,

2022 及び外務省仮訳より，筆者作成



示要求の禁止といった規定を盛り込むことが目

指されるものとみられる。

IPEFでは，より多くの参加国を得るため，

4つの柱のすべてに参加することは義務付けら

れておらず，いずれの交渉に参加するかは各参

加国の裁量に任されていた。そのため，いくつ

かの国は，いずれかの柱の交渉には参加しない

ことが予想された19)。実際には，14カ国のう

ち，インドが①貿易の柱の交渉への参加を見合

わせた以外は，すべての国が 4つの柱のすべて

の交渉に参加することとなった20)。インドは，

①貿易の柱で交渉される労働や環境，デジタル

経済等のルールが発展途上国にとって差別的な

ものになる可能性への懸念を不参加の理由に挙

げている21)。

今後の交渉における主要な課題の 1つは，米

国等の先進参加諸国が，新興・途上参加諸国に

対して IPEFに参加する具体的なインセンティ

ブを示すことができるか，ということである。

IPEFを主導する米国は，4つの柱において，

TPP と同水準，一部ではそれを上回る，ある

いは TPPにはなかった高度なルールで合意す

ることを望んでいる。しかし，新興・途上参加

諸国からすれば，インドが懸念を示したよう

に，それらのルールを受け入れることは国内政

策の変更を要するものとなることが見込まれ

る。それらに対する理解を国内で得るために

は，それに見合うだけの利益が IPEFによって

もたらされることを示さなければならない。

一般に，新興国・途上国にとり，先進国との

FTA等の経済的取り決めに参加する際の大き

なメリットの 1つが，当該先進国市場へのアク

セスの改善である。先進国市場への輸出機会の

拡大という恩恵と引き換えに，新興国・途上国

が当該先進国の望む高度なルールを受け入れる

ということが，これまでの貿易交渉では多くみ

られた。しかし，IPEFにおいて関税の削減・

撤廃は扱わないことを米国は明確にしてい

る22)。これは，新興国・途上国が IPEFにおけ

る取り決めに参加するインセンティブを大きく

減じることになる。この点を指摘し，IPEFを

「黄身のない目玉焼き」と評する向きもある23)。

米国は，米国の関税率はすでに低く24)，貿

易に関する規制・規格等の非関税障壁に対処す

ることで貿易円滑化が進むことや，インフラ整

備支援等，新興・途上参加諸国にとってメリッ

トのあるものが多く含まれており，多くの国が

IPEFに参加したことがそれを示している25)，

としているが，今後これらを具体的に示してい

くことが必要となろう。そのためには，PGII

を含め，IPEFの枠内外での技術協力や能力構

築，インフラ整備支援を進めていくことが重要

となる。

Ⅲ IPEFによるフレンド・ショアリング

推進

1．米国の経済安全保障戦略と IPEF

バイデン政権にとって IPEFは，米国のイン

ド太平洋地域における経済的リーダーシップの

再建策であるとともに，同地域で「フレンド・

ショアリング（friend-shoring）」を進める方

策でもある。バイデン政権は，コロナ禍や米中

対立，続くロシアのウクライナ侵攻によって露

呈したサプライチェーンの脆弱性に対処し，経

済安全保障を確保するために，サプライチェー

ンの強靱化を進めている26)。そのために，連

邦政府主導の産業政策による国内産業競争力強

化とともに，バイデン政権が推し進めているの

が，自由や民主主義，人権尊重や法の支配と
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いった基本的価値を共有する同志国（ like-

minded countries）による安全で信頼できるサ

プライチェーンの構築，いわゆる「フレンド・

ショアリング」である。

フレンド・ショアリングには，主に 3つの目

的があると言えるだろう。①地政学的競争相手

たる特定国への過度の経済的依存の低減，②同

志国間での調達先・市場の多元化・分散化によ

るリスク軽減，同志国間分業による効率化（コ

スト削減），③同志国間でのルール共通化によ

る規制効果の最大化（抜け穴防止），公平な競

争条件の確保（抜け駆け防止），である。一国

で行えば，効果が限定される，あるいは自国の

経済的損失が大きくなる経済安全保障上必要な

措置を，同志国とともに行うことによって，効

果を最大化し，損失を最小化しようというのが

フレンド・ショアリングであると言えよう。

フレンド・ショアリングは，同志国とそうで

ない国を分かつものであり，両者の間ではデ

カップリング（分断）が進行することになる。

日本をはじめとする主要各国が「重要物資」と

して列挙している半導体，蓄電池，重要鉱物等

が，デカップリングの対象として想定される

が，米国のウイグル強制労働防止法に基づく輸

入制限措置に代表されるように，強制労働等の

人権侵害が理由となる場合は，農産品や衣類，

電子部品等まで対象となりうる27)。

米国は，欧州連合（EU）との間では「貿易・

技術評議会（Trade and Technology Council：

TTC）」，米州では「経済的繁栄のための米州

パートナーシップ（Americas Partnership for

Economic Prosperity：APEP）」構想を通じて

フレンド・ショアリングの推進を図っている

が，そのインド太平洋地域版が IPEFである。

『米国のインド太平洋戦略』で示されたように，

米国にとっての IPEFは，地政学的競争相手と

して中国に照準を当て，上述の 3つの目的を実

現すべく同地域でフレンド・ショアリングを進

めるための方策と位置付けることができる28)。

2022 年 2 月に公表された米政府のサプライ

チェーンに関する報告書では，TTCと並んで

IPEFがフレンド・ショアリング・アプローチ

の 2 大事例として記されている29)。バイデン

政権は，IPEFの 4つの柱の下での取り決めに

TTCでの合意と同様の要素を盛り込み，欧州

とも連結可能なインド太平洋地域におけるフレ

ンド・ショアリングの推進を目指しているとみ

られる30)。

この点につき，IPEF で特に注目されるの

が，②「サプライチェーン」の柱である。ここ

では，国家安全保障の観点から重要となる分

野・品目を特定する基準を確立することで，域

内でそれらの分野・品目におけるサプライ

チェーンの混乱が生じた場合の IPEF 参加国間

の協力を円滑にし，各国政府が緊急かつ効果的

に対応する準備ができるようにすることを目指

すとされている。また，サプライチェーン上の

チョークポイントを洗い出し，重要分野におけ

る参加国の国内産業の強化や貿易投資の促進を

図るとしている。さらに，域内官民のタイム

リーな情報共有によるサプライチェーンの混乱

に対する早期警戒とより効率的・効果的な対

応，物流（logistics）の強化による既存の，あ

るいは潜在的なボトルネック解消方法の検討な

ども含まれている（図表 2参照）。これらが実

現すれば，IPEF 参加各国の経済安全保障の強

化につながるとともに，米国が目指すフレン

ド・ショアリングが進むことにもなるだろう。

フレンド・ショアリングを実現するには，エ

ネルギーや重要鉱物の供給国であり，重要物資
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の製造基地である ASEAN 諸国の参加が重要

となる。中国が，IPEFを，現行の地域協力枠

組みに打撃を与え，地域統合に逆行する米国の

企てであり，経済的手段を利用して地域の国々

に中国と米国のどちらの陣営につくか迫るも

の，として強く非難する中31)，中国への経済的

依存度が高く，米中いずれかを選ぶことは回避

したいとする ASEAN 諸国に IPEF への参加

を促すには，IPEFの中国への対抗という性格

を前面に打ち出すことを避ける必要があった。

米国は，IPEF の対中色を薄めようと努め，

ジーナ・レモンド商務長官は，IPEFへの参加

は米中いずれかを選ぶ「踏み絵」をインド太平

洋諸国に迫るものではなく，「（4つの柱で示し

たような）重要な問題に対する中国のアプロー

チの代替案を提示する」ものであると説明して

いる32)。また，ブリンケン国務長官も，IPEF

立ち上げ直後の 5月 26日に行った対中政策演

説において，「我々は，すべての国が中国に対

して我々と全く同じ評価をしてくれるとは思っ

ていない」として，米国は各国に選択を迫るの

ではなく，中国のやり方以外の選択肢を示す，

としている33)。

IPEFへの参加を希望していた台湾を初期参

加国として招かなかったことも34)，IPEFの対

中色を薄める米国の試みの 1 つだろう。ただ

し，先端半導体製造の中心地である台湾はフレ

ンド・ショアリング実現には不可欠であり，米

国は台湾とは二者関係を強化し，IPEF と整合

的な協力を進めることで，実質的に台湾を

IPEF に取り込んでいくことを目指すとみられ

る。米国と台湾の間では，2022 年 6 月 1 日に

「21 世紀の貿易に関する米台イニシアティブ」

が立ち上げられ，8月 17日には 11分野につい

て交渉を開始することで合意されている。この

11 分野には，貿易円滑化や労働，環境，デジ

タル貿易，腐敗防止等，IPEFと重なるものが

多く含まれている35)。

2．フレンド・ショアリング実現を妨げる米

国の保護主義

フレンド・ショアリングは，経済安全保障上

の要請により，グローバルな最適分業体制から

同志国間でのサプライチェーンへと移行するも

のであり，それによって生じる経済的損失の同

志国間連携による軽減を狙いの 1 つとしてい

る。同志国間のルール・規制の共通化や政策調

整が重要であり，IPEFもそのための枠組みと

みなすことができる。したがって，参加各国

が，自国のみを利する政策をとれば，IPEF及

びそれに基づくフレンド・ショアリングの実現

は難しくなるだろう。

その点で懸念されるのが，米国の保護主義的

政策である。バイデン政権が，経済安全保障を

確保すべく進めている国内産業競争力強化のた

めの産業政策は，多分に保護主義的要素を含ん

でいる36)。その一例として，現在同志国から

問題視されているのが，インフレ抑制法に含ま

れた電気自動車への税制優遇措置（EV税制優

遇措置）である37)。同措置は，対象となる車

両は北米地域で最終組立が行われていなければ

ならないとするなどの保護主義的な要件を課し

ており，EU や韓国などが見直しを求めてい

る。

日本は，米財務省による同措置に関するパブ

リックコメント募集に対して意見書を提出し，

同措置が，「北米地域や FTA締結国といった，

米国の同盟国である日本を排除した特定地域内

での調達・加工・製造・組立要件を課して」い

ることは，「有志国との連携の下で強靱なサプ
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ライチェーンを目指す全体戦略と整合的ではな

い」と指摘している38)。

本問題に関しては，EUとの間で作業部会を

設置するなど，バイデン政権は「建設的に取り

組む」姿勢を示しているが39)，同措置に対す

る日本や韓国等の懸念が，IPEF交渉にも悪影

響を及ぼすとの見方もある40)。

おわりに〜日本に期待される役割

今後インド太平洋地域では，IPEFの取り組

みを通じて米国主導によるフレンド・ショアリ

ングが推し進められていくとみられる。この動

きの中で，日本に期待される役割は大きい。こ

こでは 3点指摘したい。

第一に，IPEF交渉の調整役である。これま

での IPEFに関する議論の過程での参加国の姿

勢を単純化して言えば，出来るだけ多くの国が

参加して高水準のルールで合意することを目指

す米国，IPEFがもたらす実利を重視し，合意

の実施における柔軟性と協力（技術支援・能力

構築）を求める新興・途上参加諸国，高水準の

ルールと協力を両輪とするバランスの取れた合

意を望む日本，という構図になっている41)。

この構図においては，日本が米国と新興・途上

参加諸国の間の調整役という重要な役回りを担

うことになるだろう。特に，マーケット・アク

セスという新興・途上参加諸国にとってのイン

センティブに欠ける交渉においては，調整役の

存在がより重要になる。すでに IPEF立ち上げ

時に，多くの ASEAN 諸国の参加を得るため

に，日本政府が米政府に一層の柔軟性を示すよ

う働きかけたことが報じられているが42)，日

本政府には引き続きこうした役割が期待され

る。

第二に，過度なフレンド・ショアリングの抑

制である。経済安全保障の確保に必要である以

上に中国排除に動くことは，経済的にも政治的

にも望ましくない。その結果，フレンド・ショ

アリングへの参加国がより限定的になり，その

目的の達成が困難となれば，本末転倒である。

米中双方との良好な関係を望む ASEAN 諸国

だけでなく，「建設的かつ安定的な日中関係」

を望む日本43)，さらに米国さえも，中国との

不必要なデカップリングは望んでいない44)。

日本には，フレンド・ショアリングが目的に見

合った適切なものとなるよう進めることが期待

される。

第三には，経済安全保障を理由とした保護主

義的措置の抑止である。先述した米国の事例の

ように，世界の主要国が挙って国内産業競争力

強化のための産業政策を推し進めている。同志

国を差別的に扱う措置や，同志国間での投資誘

致のための補助金競争は避けなければならな

い。こうした事態が生じないよう，IPEF 等を

通じて，同志国間の政策調整や協力，ルール形

成が行われることが望ましい。日本には，これ

を主導することが期待される。

IPEFの行方は，今後のインド太平洋地域に

おける秩序形成に大きな影響をもたらすもので

あり，今後の動向を注視したい。
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